
タクシーメーター装置検査用基準器距離測定カウンター取替修繕に係る特記仕様書 

１ 件名 

  タクシーメーター装置検査用基準器距離測定カウンター取替修繕 

２ 履行場所 

  沖縄県計量検定所（沖縄県島尻郡南風原町字新川 272-5） 

３ 契約履行期間 

  契約締結日の翌日から令和８年３月 31日まで 

４ 業務内容 

  タクシーメーター装置検査用基準器距離測定カウンターの新品取替 

５ 仕様及び数量 

  タクシーメーター装置検査用基準器距離測定カウンター ２台 

  ・矢崎製 Y410 型タクシーメーター装置検査用基準器と組合せ使用し、走行機の主ロ

ーラーの回転数（円周＝１ｍ）を回転距離（ｍ）で表示するもの 

  ・使用電圧 AC100V(50Hz/60Hz) 

  ・最大桁 9999ｍ 

  ・表示段 カウンター１、２の２段式 

  ・計数は全て連続積算であり、ラップスイッチにより任意の点で一時停止確認が可能

であること。 

  ・使用温度 -20℃～40℃（常温） 

  ・計量操作 リモートコントロールスイッチ操作 

６ 現場及び工程管理について 

本業務は、機器の取替を主たる内容とするものであり、現場管理、工程管理、関連書

類の作成等については、以下のとおり必要最小限の対応とすること。   

〇定期工程会議は実施しないものとし、打合せ等は適宜、沖縄県計量検定所において

行うものとする。 

〇定期報告書類等の作成は不要とする。   

〇作業員の休憩場所等については、必要に応じて協議の上、決定するものとする。   

〇取替作業に要する電力は、無償にて提供する。   

〇各工程において写真等を撮影し、工事完了時までに整理の上、報告書として提出す

るものとする。 

 

 

 



７ 一般事項 

(1) 作業時間帯 

〇作業時間は、祝祭日を除く月曜日から金曜日の 8 時 30 分～17時 15 分とする。 

(2) 特記仕様書に基づく履行 

〇作業は本特記仕様書に従って実施すること。 

〇明示されていない事項についても、履行上必要と認められる場合は、係職員の指

示に従い受注者の負担にて対応すること。 

〇本特記仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに係職員と協議を行うこと。 

(3) その他 

〇作業前に係職員と十分な打ち合わせを行い、業務に支障が生じないように注意を

払うこと。 

〇作業にあたって、関連する法令、条例等を遵守すること。 

８ 作業の安全 

修繕作業の安全確保のため、現場内は常に整理整頓に努めること。また、本業務に関

連しない区域への立ち入りは行わないこと。 

９ 再委託 

(1) 一括再委託の禁止等 

契約の全部の履行を一括または分割して第三者に委任し、又は請負わせることが

できない。また、以下の業務（以下「契約の主たる部分」という。）については、

その履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。 

ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で認め

る場合は、これと異なる取り扱いをすることがある。 

〇契約の主たる部分 

 契約金額の 50％を超える業務 

 企画判断、管理運営、指導監督などの統轄的かつ根本的な業務 

 測定器の搬入検査立会、取替作業、確認検査立会 

(2) 再委託の相手方の制限 

本契約の競争入札参加者であった者に契約の履行を委任し、又は請負わせること

はできない。指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を

有する者に契約の履行を委任し、または請負わせることはできない。 

(3) 再委託の範囲 

本契約の履行に当たり、受注者が第三者に委任し、又は請負わせることのできる

業務等の範囲は、以下のとおりとする。 

〇測定器の製造事業者、サポート業者または代理店等による技術的作業の補助 

(4) 再委託の承認 



業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面

による県の承認を得なければならない。ただし、以下に定める「その他、簡易な

業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りではない。 

〇その他、簡易な業務 

 資料の収集・整理 

 複写・印刷・製本 

 原稿、データの入力及び集計 

10 関連機器の点検 

本業務の実施に必要な関連機器の点検および調整等は、本業務に含まれるものとす

る。なお、これに要する費用はすべて請負者の負担とする。 

11 作業過程の注意事項 

作業過程において既設備機器及び建物に損傷等を与えた場合は、速やかに係職員へ連

絡の上、原形に復旧すること。 

12 提出書類 

(1) 着手届（第３号） 

(2) 工程表（第４号） 

(3) 現場代理人等通知書（第５号） 

(4) 経歴書（第５号(2)） 

(5) 修繕報告書 

① 実施工程表（(2)の工程表に朱書きで実施状況を追記したもの） 

② 修繕写真（着手前・施工中・完成後、検査時の状況を含む。） 

(6) その他必要なもの 

13 検査関係 

(1) 完了検査 

本業務完了にあたっては、係職員が立会の上で組立状況、据付状況について検査

を行う。 

(2) 費用の負担 

検査に係る費用については、無償で提供する電力を除き、すべて請負者の負担と

する。 

14 引き渡し期日 

本業務の引き渡し期日は、業務完了後に本県の完了検査に合格し、かつ本県が合格を

承諾した時点とする。 

15 保障・不具合対応 



納品後に不具合が発生した場合は、保証期間内に限り、無償で修理または交換を行う

こと。保証期間や対応方法については、修繕報告書に明記すること。 

16 廃材・不要物の処理 

作業に伴い発生した廃材、不要物等は、受注者の責任において適切に処理すること。

処理費用は請負者の負担とする。 

17 成果物の提出形式 

修繕報告書や写真等の成果物は、紙媒体および電子媒体（PDF 等）で提出すること。 

18 作業中止・変更対応 

天候、災害、その他やむを得ない事情により作業を中止または変更する場合は、速や

かに係職員へ報告し、指示を受けること。 


